
 

 

介護保険住宅改修費の給付を受けるには、着工前
．．．

に
．
事前申請の手続きを行っていただく必要があ

ります。事前申請は、以下の流れに沿って行ってください。 

 

●なぜ「事前申請」が必要なのか 

 介護保険では、手すりの取り付けや床段差の解消などの「比較的小規模な工事」を「普段の生

活をする上でどうしても必要な箇所」に行う場合が給付対象です。 

「工事の種類、工事を行う箇所が適正なものであるかどうか」を着工前に審査しますので、被保

険者の皆さんには、事前申請を必ず行っていただきます。この審査を受けずに着工した場合は、

「例外なく」給付対象外となります。 

 

【事前申請のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「住宅改修が必要な理由書」を作成できるのは、次のいずれかの資格を持つ方です。 

介護支援専門員（ケアマネジャー）、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター２級以上 

 

 

「工事内容」「工事を依頼する施工者」の検討 

担当ケアマネジャー（担当ケアマネジャーがい

ない場合は、村上市地域包括支援センター職

員）が「住宅改修が必要な理由書」を作成 

施工者が「住宅改修が必要な理

由書」を作成 

施工者が「住宅改修が必要な理由書」を作成できない場合 

以下の《事前申請に必要なもの》を揃え、村上市介護高齢課または各支所地域振興課へ提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎書類の提出は施工者、担当ケアマネジャーが代行してくれる場合があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自宅の工事を検討されている方へ 

《事前申請に必要なもの》 

・介護保険住宅改修費支給申請書 

・住宅改修が必要な理由書（※） 

・工事見積書 

・住宅の図面 

・改修前の工事箇所の写真（日付が入っているもの） 

・承諾書（本人以外が所有する住宅の場合） 

「住宅改修が必要な理由書」の作成（※） 

施工者が「住宅改修が必要な理由書」を作成できる場合 

■お問い合わせ先 

村上市 介護高齢課 介護保険室 ☎ 0254-75-8936（直通） 

村上市 地域包括支援センター  ☎ 0254-75-8937（直通） 

介護保険 住宅改修 

～「事前申請」の流れについて～ 


